
 

    

平成２０年６月１８日 
 

「「九九州州広広域域観観光光ルルーートト支支援援モモデデルル事事業業」」のの  

報報告告書書をを作作成成ししままししたた！！  
 
平成１９年６月に閣議決定された観光立国推進基本計画を踏まえた九州独自の取組

として、九州運輸局と九州地方整備局が本年度から開始する「九州広域観光ルート支援

モデル事業」につきましては、平成１９年１０月に「九州広域観光ルート支援モデル事

業推進委員会」を設置して以降、対象地域の公募・選定、現地調査、事業計画・支援方

策の検討等々に取り組んできました。 
 
去る４月３０日には、福岡県飯塚市、東峰村、大分県日田市、熊本県荒尾市を事業計

画の対象とする広域地域において、また、５月３０日には、大分県臼杵市、津久見市、

佐伯市、宮崎県延岡市を事業計画の対象とする広域地域において、モデル事業の実施主

体となる協議会の設立総会が開催されたところです。 
 
この度、モデル事業のこれまでの経緯、対象２地域における事業・取組、今後の進め

方等をまとめた報告書「『九州広域観光ルート支援モデル事業』対象２地域の事業支援

によるモデルケースの確立及びその活用による九州の広域観光振興・地域活性化」（概

要は別紙のとおり）を作成しましたのでお知らせいたします。 
 
報告書の全文は、九州運輸局、九州地方整備局のほか、九州観光推進機構のホームペ

ージからも入手できます。 
 

九州運輸局ＨＰ： http://www.qst.mlit.go.jp 

九州地方整備局ＨＰ： http://www.qsr.mlit.go.jp 
九州観光推進機構ＨＰ： http://www.welcomekyushu.jp 

 
九州運輸局と九州地方整備局は、推進委員会の助言等を得ながら、今後、対象２地域

に対する支援方策について更に検討を進めるなど、モデル事業の着実な実施に努めて参

ります。 
 
 
 
 
 
 
 

《問い合わせ先》 

九州運輸局 企画観光部  川村、宮野、首藤 

電話 092-472-2335 

九州地方整備局 企画部  岡本、川口、村田 

電話 092-471-6331（内線 3132） 直通 092-471-6342 

九州運輸局

九州地方整備局

九州観光推進機構

国土交通省

九州運輸局

九州地方整備局

九州観光推進機構

国土交通省
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【 別 紙 】 

 

「『九州広域観光ルート支援モデル事業』対象２地域の事業支援による 

モデルケースの確立及びその活用による九州の広域観光振興・地域活性化」 

＜ 概 要 ＞ 

 

Ⅰ．報告書の構成 

１．本文（表紙及び目次を含め２０ページ） 

２．巻末資料（５種：全１００ページ） 

 

Ⅱ．報告書本文の概要 
 

１．九州広域観光ルート支援モデル事業の実施の背景とその意義 

モデル事業の実施の背景となる「観光立国推進基本計画」の関連規定、広域の観

光振興・地域活性化に取り組む地域に対する九州運輸局と九州地方整備局の協調支

援等モデル事業の意義について記述 
 

２．九州広域観光ルート支援モデル事業推進委員会 

モデル事業の実施等に関する推進委員会の構成、役割、開催経緯について記述 
 

３．モデル事業の対象地域の公募 

公募期間、対象となる地域の要件、応募者について記述 
 

４．モデル事業の対象地域の選定 

モデル事業の対象として選定された２地域と当該地域の広域観光ルートのテー

マとその概要を記述 

○ 福岡県飯塚市、福岡県朝倉郡東峰村、大分県日田市、熊本県荒尾市を事業計

画の対象とする広域地域：“恋の華”柳原白蓮と“炭鉱王”伊藤伝右衛門のゆ

かりの地を巡る旅 

○ 大分県臼杵市、大分県津久見市、大分県佐伯市、宮崎県延岡市を事業計画の

対象とする広域地域：浦（ＵＲＡ）物語プロジェクト ～日豊海岸津々浦々を

スローに過ごす～ 
 

５．モデル事業の対象地域における計画の具体化・改善等 

応募の際に提示された事業・取組の具体化・改善及び追加的な事業・取組に関し

て実施された現地調査について記述 
 

６．モデル事業の実施主体となる協議会の設立 

モデル事業の対象２地域において開催された協議会の設立総会、参画する組織、

役員等について記述 

○ 「“恋の華”柳原白蓮と“炭鉱王”伊藤伝右衛門ルート」広域連絡協議会 

○ 日豊海岸・浦（ＵＲＡ）ツーリズム推進協議会 



 

７．モデル事業の対象地域における観光振興・地域活性化に関する計画 

対象２地域における軸となる事業・取組を整理しつつ、現地調査を踏まえた対象

２地域の観光振興・地域活性化に関する計画の概要を記述 

また、現状の計画、協議会に参画する組織、対象地域の範囲は、固定・限定され

るのではなく、今後、必要に応じて適宜「広がり」を持って進めていくべきである

ことを記述 
 

（１）福岡県飯塚市、福岡県朝倉郡東峰村、大分県日田市、熊本県荒尾市を事業計

画の対象とする広域地域 

○ 計画の期間：平成２０年度～平成２４年度までの５年計画 

○ 目 標：平成２４年度までに総入込客数及び宿泊客数を平成１７年比で

それぞれ １５％、５％増加させる。 

○ 計画の軸となる事業・取組 

広域観光ルートのテーマとの関連が深い、施設の整備、イベントの実施、

情報発信等１５の事業・取組の概要を記述 
 

（２）大分県臼杵市、大分県津久見市、大分県佐伯市、宮崎県延岡市を事業計画の

対象とする広域地域 

○ 計画の期間：平成２０年度～平成２４年度までの５年計画 

○ 目 標：平成２４年度までに交流人口（総入込客数）を平成１８年比で

２０％増加させる。 

○ 計画の軸となる事業・取組 

広域観光ルートのテーマとの関連が深い、体験型プログラムの開発・運

用、施設の整備、情報発信等１５の事業・取組の概要を記述 
 

８．モデル事業の今後の進め方 

対象地域に対する支援（トータルコーディネート役としての助言、支援メニュー、

積極的な情報発信）、事業計画の見直し、モデル事業の推進に関する課題の整理、

推進委員会の開催（事業フォローアップ）について記述 

 

Ⅲ．巻末資料の概要 

対象２地域に関する以下の資料を巻末に添付 

○ 対象地域における事業・取組 

対象２地域それぞれについて、計画の軸となるものを含む事業・取組を個表で紹介 

○ 対象地域の観光素材集 

対象２地域それぞれが有する観光素材を幅広く紹介 

○ 対象地域の現地視察ＤＶＤ編集 

対象２地域における現地視察の模様を収めたＤＶＤの概要を紹介 


